
○

総

理

府

令

第

五

十

六

号

水

質

汚

濁

防

止

法

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

八

号

）

第

三

条

第

一

項

及

び

第

二

十

七

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

排

水

基

準

を

定

め

る

総

理

府

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る

総

理

府

令

の

一

部

を

改

正

す

る

総

理

府

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

平

成

十

年

九

月

二

十

四

日

内

閣

総

理

大

臣

小

渕

恵

三

排

水

基

準

を

定

め

る

総

理

府

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る

総

理

府

令

の

一

部

を

改

正

す

る

総

理

府

令

排

水

基

準

を

定

め

る

総

理

府

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る

総

理

府

令

（

平

成

五

年

総

理

府

令

第

四

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

附

則

第

三

項

中

「

そ

の

他

の

区

分

」

を

削

り

、

「

平

成

十

年

九

月

三

十

日

」

を

「

平

成

十

五

年

九

月

三

十

日

」

に

改

め

る

。

附

則

別

表

第

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

附

則

別

表

第

二



項

目

業

種

許

容

限

度

窒

素

含

有

量

化

学

発

泡

剤

製

造

業

（

過

酸

化

水

素

を

使

用

す

る

一

五

〇

（

日

間

平

均

一

〇

〇

）

（

単

位

一

ア

ゾ

ジ

カ

ル

ボ

ン

ア

ミ

ド

製

造

工

程

を

有

す

る

も

リ

ッ

ト

ル

の

に

限

る

。

）

に

つ

き

ミ

天

然

ガ

ス

鉱

業

一

七

〇

（

日

間

平

均

一

五

〇

）

リ

グ

ラ

ム

）

畜

産

農

業

二

六

〇

（

日

間

平

均

二

〇

〇

）

酸

化

銀

製

造

業

三

五

〇

（

日

間

平

均

三

〇

〇

）

酸

化

コ

バ

ル

ト

製

造

業

一

一

〇

〇

（

日

間

平

均

八

八

〇

）

黄

鉛

顔

料

製

造

業

一

五

〇

〇

（

日

間

平

均

一

〇

〇



〇

）

イ

ッ

ト

リ

ウ

ム

酸

化

物

製

造

業

三

五

〇

〇

（

日

間

平

均

一

二

〇

〇

）

バ

ナ

ジ

ウ

ム

化

合

物

製

造

業

及

び

モ

リ

ブ

デ

ン

化

八

〇

〇

〇

（

日

間

平

均

六

〇

〇

合

物

製

造

業

〇

）

燐

含

有

量

ア

ル

マ

イ

ト

加

工

業

（

燐

酸

を

使

用

す

る

化

学

研

五

〇

（

日

間

平

均

二

五

）

り
ん

り
ん

（

単

位

一

磨

工

程

を

有

す

る

も

の

に

限

る

。

）

リ

ッ

ト

ル

畜

産

農

業

五

〇

（

日

間

平

均

四

〇

）

に

つ

き

ミ

リ

グ

ラ

ム

燐

及

び

燐

化

合

物

製

造

業

九

〇

（

日

間

平

均

四

〇

）

り
ん

り
ん

）

備

考１

改

正

後

の

総

理

府

令

別

表

第

二

の

備

考

１

及

び

２

の

規

定

は

、

こ

の

表

に

掲

げ

る

排

水

基

準



に

つ

い

て

準

用

す

る

。

２

こ

の

表

に

掲

げ

る

窒

素

含

有

量

に

つ

い

て

の

排

水

基

準

は

、

窒

素

が

海

洋

植

物

プ

ラ

ン

ク

ト

ン

の

著

し

い

増

殖

を

も

た

ら

す

お

そ

れ

が

あ

る

海

域

と

し

て

改

正

後

の

総

理

府

令

別

表

第

二

の

備

考

６

に

基

づ

き

環

境

庁

長

官

が

定

め

る

海

域

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

（

窒

素

に

係

る

特

定

湖

沼

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

を

除

く

。

）

に

排

出

さ

れ

る

排

出

水

に

限

っ

て

適

用

す

る

。

３

こ

の

表

に

掲

げ

る

燐

含

有

量

に

つ

い

て

の

排

水

基

準

は

、

燐

が

海

洋

植

物

プ

ラ

ン

ク

ト

ン

の

り
ん

り
ん

著

し

い

増

殖

を

も

た

ら

す

お

そ

れ

が

あ

る

海

域

と

し

て

改

正

後

の

総

理

府

令

別

表

第

二

の

備

考

７

に

基

づ

き

環

境

庁

長

官

が

定

め

る

海

域

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

（

燐

に

係

る

特

り
ん

定

湖

沼

及

び

こ

れ

に

流

入

す

る

公

共

用

水

域

を

除

く

。

）

に

排

出

さ

れ

る

排

出

水

に

限

っ

て

適

用

す

る

。

４

こ

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

項

目

ご

と

に

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

業

種

に

属

す

る

工

場

又

は

事

業

場

が

同

時

に

他

の

業

種

に

属

す

る

場

合

に

お

い

て

、

改

正

後

の

総

理

府

令

別

表

第

二

又

は

こ



の

表

に

よ

り

そ

の

業

種

に

つ

き

異

な

る

許

容

限

度

の

排

水

基

準

が

定

め

ら

れ

て

い

る

と

き

は

、

当

該

工

場

又

は

事

業

場

に

係

る

排

出

水

に

つ

い

て

は

、

そ

れ

ら

の

排

水

基

準

の

う

ち

、

最

大

の

許

容

限

度

の

も

の

を

適

用

す

る

。

５

こ

の

表

に

掲

げ

る

排

水

基

準

は

、

工

場

又

は

事

業

場

に

係

る

汚

水

等

を

処

理

す

る

事

業

場

に

係

る

排

出

水

に

つ

い

て

は

、

当

該

事

業

場

が

当

該

工

場

又

は

事

業

場

の

属

す

る

業

種

に

属

す

る

も

の

と

み

な

し

て

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

改

正

後

の

総

理

府

令

別

表

第

二

又

は

こ

の

表

に

よ

り

当

該

工

場

又

は

事

業

場

が

属

す

る

業

種

に

つ

き

異

な

る

許

容

限

度

の

排

水

基

準

が

定

め

ら

れ

て

い

る

と

き

は

、

４

の

規

定

を

準

用

す

る

。

附

則

こ

の

府

令

は

、

平

成

十

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。


